
様式第五（第三十三条関係）（平12総府令94・平26環省令20・令2環省令9・一部改正）緊急時行為に係る報告書年月日環境大臣殿住所氏名南極地域の環境の保護に関する法律第24条第3項の規定に基づき報告します。該当する行為実施状況（注）1「実施状況」欄には、当該行為をした日時、場所、当該行為の実施方法及び当該行為による南極環境影響の程度について記載すること。2用紙の大きさは日本産業規格A4とする。  


